	オフライン文字起こしデバイス『VOITER SR302 Pro』
無料レンタルサービス 利用規定

１．（目的）
このサービスは、高岡商工会議所（以下、当所という）が所有する以下の目的物（以下、本目的物という）を当所会員事業所に無償で貸与し、借主がこれを当所から借受けることを目的とする。
（目的物の表示）
	品名
	　VOITER SR302 Pro　

	数量
	　　　１　　台

	使用目的
（丸を付けてください）
	議事録作成　・　インタビューの文字起こし　・　音声メモの文字化　・
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　



２．（返還時期）
本利用規定の期間および本目的物の貸出期間は、 　　   年     月     日から　　   年     月     日までとする。 

３．（目的外利用の禁止）
・借主は、本目的物を１．（目的）で定める使用目的でのみ使用することとし、それ以外の用途に使用してはならないもの
とする。 
・借主は、当所の承諾なく、本目的物を第三者に使用、収益させてはならない。

４．（善管注意義務）
借主は、常に善良なる管理者の注意義務をもち、その用方にしたがって本目的物を使用しなければならない。

５．（返還） 
・借主は、２．（返還時期）に定める期間の終了日までに本目的物を原状に復して当所に返還するものとする。 
・本目的物の返還方法及び返還場所は、当所が別途指示する。

６．（損害賠償）
借主が、その責に帰すべき事由により本目的物を減失又は毀損したときは、当所は直ちに、当所が被った損害の賠償を、借主に対して請求することができるものとする。

７．（利用の停止）
借主が、この利用規定に違反したときは、当所は、何らの催告を要せず、当該サービスを停止することができる。

８．（協議）
・本利用規定に定めがない事項については、当所と借主が誠意をもって協議の上これを定めるものとする。
・本利用規定について疑義が生じた場合、当所と借主が誠意をもって協議の上これを解決するものとする。

上記利用規程に同意し、当該サービスを申し込みます。
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